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仕   様   書   

 

１ 業務名  塩竈市外国語指導助手派遣業務委託 

 

２ 事業概要  

児童生徒の国際理解を深めるとともに、中学校における英語教育の充実や小学校

におけるコミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするもの。 

 

３ 契約期間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 派遣人数 １人 

 

５ 派遣場所 塩竈市立小中学校１２校及び教育委員会が指定する場所 

学校名 所在地 

塩竈市立第一小学校 塩竈市泉ヶ岡１番１号 

塩竈市立第二小学校 塩竈市小松崎１０番１号 

塩竈市立第三小学校 塩竈市花立町１５番１号 

塩竈市立月見ヶ丘小学校 塩竈市月見ヶ丘２番１号 

塩竈市立浦戸小学校 塩竈市浦戸野々島馬越８番地 

塩竈市立杉の入小学校 塩竈市杉の入一丁目１９番１号 

塩竈市立玉川小学校 塩竈市玉川二丁目９番１号 

塩竈市立第一中学校 塩竈市みのが丘３番１号 

塩竈市立第二中学校 塩竈市楓町二丁目１０番１号 

塩竈市立第三中学校 多賀城市笠神二丁目１番１号 

塩竈市立玉川中学校 塩竈市権現堂１９番１号 

塩竈市立浦戸中学校 塩竈市浦戸野々島馬越８番地 

塩竈市教育委員会 塩竈市本町１番１号 

塩竈市公立保育所 塩竈市内 

 

６ 就業日及び就業時間 

（１） 就業日 

① 原則として契約期間の月曜日から金曜日までとする。 

② 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、塩 

竈市立学校の管理に関する規則（昭和４８年教委規則第１号）に規定する長

期休業日及び教育委員会が定める日を除く。ただし、長期休業期間について、

協議の上７日程度を就業日とする。 
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（２） 就業時間 

① 学校の始業時から７時間とする。ただし、就業時間の途中に４５分の休憩時

を設ける。 

② 長期休業期間の就業時間は、４時間とする。 

③ 就業時間の割振、学校行事による就業日の振替等については、学校運営の必

要に応じ、協議調整の上、柔軟に対応するものとする。 

 

７ 外国語指導助手の業務内容  

（１） 小中学校における外国語（英語）授業の指導補助  

（２） 教職員に対し、効果的な外国語教材及び学習プログラム、指導方法等の積極

的な提案  

（３） 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等作成時の情報

提供及び企画提案  

（４） 指導内容や方法に関する教員との事前打合せや事後の検討  

（５） 授業の反省、分析、教職員による児童生徒の評価への参加と情報提供  

（６）小中学校の教育課程に基づく特別活動や総合的な学習の時間、外国語活動等

における指導、国際理解に関する教育活動の指導及び指導補助並びに課外活動

への協力  

（７）試験実施の補助  

（８）児童生徒との交流活動、個別指導  

（９）国際交流活動における指導及び指導補助、協力  

（10）英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務  

（11）英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供  

（12）教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師  

（13）臨時休業期間の学習支援  

（14）その他教育委員会と派遣事業者において協議の上決定した業務 

 

８ 外国語指導助手の資格要件  

（１）業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を取得し

ていること。  

（２）英語を母国語とし、大学の学士以上の学位号取得者であること。  

（３）現代の標準的な英語力を備え、英語圏（欧米）諸国における英語の発音、リ

ズム、イントネーション及び発声において優秀であり、かつ文章力及び文法力

が優れていること。  

（４）日本の教育環境を十分に理解し、熱意をもって指導にあたることが可能であ

ること。  
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（５）過去に小学校・中学校のいずれかの指導経験が十分にあること又は派遣元の

研修等を十分な期間受講し、派遣先の必要とする水準の指導技術を持っている

こと。  

（６）業務推進に要する教職員、児童生徒と積極的にコミュニケーションを図るこ

とができるとともに、良好な人間関係を構築できること。  

（７）日常会話や業務の打ち合わせ等で日本語を用いた円滑な意思疎通が可能な日

本語の実用的な能力を持つ者であること。  

（８）法令を遵守し、日本の習慣等を理解し、良識を持った行動・服装等、教育者

としてふさわしい資質を有すること。  

（９）感染症等拡大防止のための行動制限等、児童生徒の健康や安全を守るための

要請を理解し応じられること。  

 

９ 外国語指導助手の派遣に関する業務内容  

（１）小中学校への外国語指導助手の配置  

（２）外国語指導助手に対する適切な指導体制の構築及び指導  

（３）教育委員会、学校及び外国語指導助手との連絡体制の整備、連絡調整  

（４）外国語指導助手の定期健康診断、服務指導及び労務管理  

（５）授業観察等による、外国語指導助手の業務遂行状況や指導力の把握、評価及

び監督  

（６）外国語教育（学習指導要領に基づく外国語科や外国語活動を含む。以下同

じ。）のねらいと指導カリキュラムの理解、教師とのチームティーチングの進

め方、教師による評価への支援、日本語でのコミュニケーションや打合せの実

施方法、各学校における外国語教育の目標や小中連携を念頭に置いた授業の進

め方等、外国語指導助手としての業務遂行に必要な研修の実施  

（７）派遣先への定期的な学校訪問及びヒアリング 

（８）外国語指導助手に関する学校からの要望や苦情等への対応  

（９）（１）～（８）について、教育委員会への報告及び報告書の提出  

（10）外国語指導助手の勤務管理、欠勤や遅刻等について教育委員会及び学校への

事前報告  

(11) 配置外国語指導助手の緊急時における代替外国語指導助手の手配  

（12）教育委員会及び学校への英語教育に関する研究協力、教材や学習プログラム

の提供  

(13) 外国語指導助手への指導方法等に関する助言及び教材の準備や作成、教材研

究に関する支援  

（14）臨時休業期間における児童生徒への学習支援  

（15）その他教育委員会が必要と認め、派遣元が合意した業務  
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１０ 外国語指導助手の交替等  

（１）教育委員会は、派遣されている外国語指導助手について、次のいずれかに該

当し資質に欠けると判断した場合、児童生徒、教職員及び教育委員会等との関

係に支障をきたした場合には、当該外国語指導助手に対する指導又は交替を派

遣事業者に求めることができる。この場合において、派遣事業者は、教育委員

会からの指導の要請を受けた場合は、速やかに当該外国語指導助手へ指導を行

い、指導しても改善の見込みがない場合は、教育委員会と協議の上、交替の措

置をとるものとする。  

①日本国憲法その他法令に違反した場合 

②勤務状況アンケート又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くな 

 い場合 

③配置校において問題を生じ、職務の遂行に支障がある場合  

④身体又は精神の障害により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられ

ないと認められる場合 

⑤送付履歴書等に虚偽の記載があった場合  

（２）教育委員会は、外国語指導助手本人又は同居する家族等が「感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第104号）」に規定す

る感染症（指定感染症を含む。）の場合又はその疑いがある場合及び無症状病

原体保有者になった場合、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。  

（３）派遣事業者は、派遣した外国語指導助手について、派遣することが困難にな

った場合、速やかに教育委員会に連絡し、交替の外国語指導助手を派遣するも

のとする。  

１１ 守秘義務の遵守  

（１）派遣事業者及び外国語指導助手は、本契約業務の遂行において知り得た秘密

及び個人情報を 本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。

本契約期間終了後も同様とする。さらに、派遣終了後においても同様とする。  

（２）派遣事業者は、外国語指導助手（その職を退いた後も含む。）が本契約業務

の遂行において知り得た秘密及び個人情報を本契約業務の遂行以外の目的に使

用し、漏洩しないよう外国語指導助手に対して指導し、遵守状況の監督その他

必要な監督を行うものとする。  

 

１２ 外国語指導助手の派遣に関する費用等  

（１）本契約による契約金額（以下「派遣料金」という。）には、外国語指導助手

の派遣のために必要とする一切の経費を含み、派遣料金以外に市が負担する経

費は無いものとする。  
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（２）外国語指導助手の通勤時、勤務時、勤務場所移動時、出張場所移動時等に発

生した、事故に伴う損害補償については、派遣事業者の責任に帰すものとす

る。  

 

１３ 契約に関する条件  

（１）派遣料金に関する条件  

① 派遣料金の支払 

派遣料金は、令和６年４月分を初回として、月ごとに支払う。月ごとの派

遣料金の額は、本契約の派遣料金総額を３６分割した金額とする。派遣事

業者は、当該月の業務終了後、速やかに派遣料を市長に請求し、市長は請

求書を受理した日から30日以内に派遣料を支払う。  

② 派遣人数又は就業日数の変動に伴う派遣料金の変更  

「１０ 外国語指導助手の交替等」の事由により、「４ 派遣の人数」に対し

長期の欠員を生じた場合、又は「６ 就業日及び就業時間」における就業日

数と派遣日数が著しく異なることとなった場合は、教育委員会と派遣事業

者が協議の上、派遣料金の額を変更する場合がある。ただし、臨時休業期

間中において「１０ 外国語指導助手の交替等」（２）の事由 により勤務

を休止する場合には、派遣料金の変更を行わないものとする。 

（２）契約の解除  

市長は、派遣事業者が正当な理由無くこの契約を履行しないときは、この契約

の全部又は一部を解除することができる。この場合において、市が被害を被った

ときは、派遣事業者はその賠償に応じなければならない。  

 

１４ 損害賠償  

派遣事業者は本契約の履行に関し、派遣事業者又は外国語指導助手の責めに帰す

べき事由により、市（教育委員会及び学校を含む。）や第三者に損害を与えた場合

には、その損害を賠償しなければならない。  

 

１５ その他  

（１）市及び派遣事業者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）等関係法令を遵守し、業務を

遂行すること。  

（２）外国語指導助手は、派遣業務が開始する前に教育委員会及び各学校を訪問

し、事前打合せを行うこと。  

（３）外国語指導助手は、感染症の拡大防止等、児童生徒の健康管理上必要な行動

制限の要請に応じるものとする。  



6 

 

 

（４）その他業務の細部については、各学校の実状にあわせ、教育委員会と派遣事

業者が協議の上、決定する。  

（５）本業務の実施に伴い、疑義が生じたときは、教育委員会と派遣事業者が協議

するものとする。 

  


